
下関市豊浦コミュニティ情報プラザで 
作品展示会を開催してみませんか？ 

 

 下関市豊浦コミュニティ情報プラザ（下関市豊浦町大字川棚7112番地4、ＪＲ川棚温泉駅隣）では、

「絵画、書道、工芸品などの作品展示」を行う団体・個人を募集しています（展示は無料）。 

 

１ 作品展示の方法  
 
「可動式パネルへの掲出」と「木製ショーケースへの展示」が可能です。 

 
(1) 可動式パネルへの掲出 

 可動式パネル（最大11台）を使用して、待合コーナー内に作品を掲出することができます。なお、

掲出に必要なポスターパネル等は、各自でご準備ください。（  パネル内寸 ：幅８３㎝ × 高さ１６４㎝ ） 
 

(2) 木製ショーケースへの展示 

 木製ショーケースはホールに設置されている設備で、ガラスケース内に作品を展示することがで

き、施錠も可能です。（  ケース内寸 ：幅８３㎝ × 奥行１１３㎝ × 高さ１２０㎝ 、 耐荷重 ：～５㎏ ） 
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※中央の架台は、施設の備品ではありません。 
 

※ケース内の架台は、施設の備品ではありません。 
 
 

２ 施設の展示期間
※１
／開場時間

 
 

 

(1) 可動式パネルへの掲出 …………  ４月１日 ～ ３月３１日 ➡ ７：００
※２
 ～ １９：００ 

 

(2) 木製ショーケースへの展示 ……  ４月１日 ～ ３月３１日 ➡ ５：００   ～ ２４：００ 
 
※１：展示期間は、最長１か月とさせていただきますが、状況によっては延長も可能です。また、他の展示希望者との調整を要する場合

は、ご希望に添えない場合があります。 ※２：土日及び祝日については、７：３０～です。 

 

３ 作品展示上の注意  
 

(1) 当施設は無人となる時間帯があるため、展示中に発生した展示物の破損・汚損・盗難等について

は、一切責任を負いかねますので、貴重品や高額物品の掲出・展示はご遠慮ください。 
 

(2) 著作権法若しくはその他の法令・条例又は下関市豊浦コミュニティ情報プラザ施設使用許可基準

に抵触する作品については、展示することができません。 

 

４ 作品展示のお申し込み／お問い合わせ先  
 
下関市役所豊浦総合支所 地域政策課 地域振興係 TEL：083- 772- 4001 ／  FAX：083- 774- 3305 


